
改訂前 改訂後

冒頭に「概要」や
「基本的な考え方」
を新設しました

文字サイズを大きくしました

見出しを分かりやすくしました

「特許・実用新案審査基準」改訂ポイント例 記載ぶりの比較
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改訂後

重要箇所が分かりやすいよ
うにフォントを変えました

考慮すべき複数の要素の関係
等について、図表を入れました

箇条書きを用いるなどして一
文を短くし、論理構成や判
断手順等も明確にしました

改訂前
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各規定の適用対象と審査基準の記
載箇所の対応関係について、視覚的
に把握できるような図表を入れました

改訂前 改訂後
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「特許・実用新案審査基準」
第I部 審査総論

第II部 明細書及び特許請求の範囲

第III部 特許要件

第IV部 明細書、特許請求の範囲又は図面
の補正

第V部 優先権
第VI部 特殊な出願
第VII部 外国語書面出願
第VIII部 国際特許出願
第IX部 特許権の存続期間の延長
第X部 実用新案 「進歩性が否定される方向に働く

諸事情及び進歩性が肯定される
方向に働く諸事情を総合的に評
価すること」を明記しました

「特許・実用新案審査ハンドブック」
第I部～第X部 （審査基準の各部に関連する手

続事項、留意事項等を記載）
第XI部 業務一般
附属書A 事例集
附属書B 特定技術分野への適用例
附属書C 実用新案技術評価書作成のための

ハンドブック
附属書D 審判決例集

項目・事例等の整理・追加

最高裁判決を受けて、プロダクト・
バイ・プロセス・クレームの明確性
要件に関する記載を修正しました

新規性喪失の例外（グレースピ
リオド）に関する審査基準を新
設しました

不特許事由（公序良俗等違
反）の審査基準を新設しました

審査の基本的な理念を明記しま
した
例えば、
・「審査官は、質の高い特許権の設定と
いう視点も持って審査をする」
・「補正により請求項に繰り入れられるこ
とが合理的に予測できる事項も調査対
象として考慮に入れる」 等

サブコンビネーション発明に関する
明確性要件及び新規性の考え
方を明記しました

旧「第VII部特定技術分野の審
査基準」（コンピュータ・ソフトウエ
ア関連、生物関連、医薬）を移
行し、事例を充実させました

事例

256件

事例
372件

裁判例
193件

改訂前

改訂後

特許が認められる例も含めて事
例・裁判例を充実させました

改訂版 ※改訂前の約780頁から約500頁に

※改訂前の約140頁から約2000頁に 4


